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元
禄
十
四
年
の
巡
見
使
名
の
確
定
と
、

享
保
二
年
三
月
国
事
叢
記
の

記
述
へ
の
疑
問

春

松

進

一
昨
年
、
若
越
郷
土
研
究
三
二
巻
一
号
に
「
越
前
を

通
過
し
た
巡
見
使
の
姓
名
と
回
数
」
と
し
て
、
江
戸

時
代
に
お
け
る
幕
府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
巡
見
使
の
氏

名
の
一
覧
表
を
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

そ
の
際
寸
正
徳
以
前
の
公
料
巡
見
使
名
」
と
「
享

保
二
年
の
公
料
巡
見
使
」
が
不
明
な
こ
と
に
触
れ
て

お
い
た
。

正
徳
以
前
の
公
料
巡
見
使
名

公
料
巡
見
使
の
派
遣
が
確
定
さ
れ
た
の
は
天
和
期

に
入
っ
て
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
は
、

私
領
巡
見
使
が
私
領
・
公
料
の
別
な
く
同
時
に
巡
見

し
た
も
の
で
、
必
要
に
応
じ
随
時
に
公
料
巡
見
は
国

廻
目
付
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

綱
吉
の
代
の
公
料
巡
見
が
判
明
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ

る
が
、
各
市
町
村
史
な
ど
を
み
て
も
、
そ
の
記
述
が

な
い
。
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四
年
以
前
に
武
生
市
の
河
端
五
平
氏
に
「
武
生
市

史
資
料
編
一
九
一
頁
に
〈
元
禄
十
四
年
五
月
十
七
日

公
儀
順
見
衆
、
府
中
止
宿
ニ
付
御
取
扱
之
事
〉
と
な

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
記
述
は
な
い
」
と
の
ご

教
示
を
い
た
だ
い
た
が
、
そ
れ
を
証
明
す
る
史
料
は

他
か
ら
発
見
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
後
「
大
野
市
史
諸
家
文
書
一
編
凶
鈴
木
与
兵

衛
家
文
書
」
の
中
に
巡
見
使
名
一
覧
を
発
見
、
そ
れ

を
一
昨
年
発
表
し
た
表
と
対
比
し
て
み
た
。

私
領
巡
見
は
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
が
、
公
料

巡
見
は
異
同
が
多
い
。
元
来
他
の
市
町
村
史
で
も
、

私
領
巡
見
は
詳
し
い
記
事
が
多
い
の
だ
が
、
公
料
巡

見
の
場
合
は
軽
く
見
ら
れ
た
せ
い
か
余
り
正
確
な
も

の
は
少
な
い
。
そ
れ
に
天
和
元
年
の
公
料
巡
見
と
は

珍
し
い
と
思
っ
た
。
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鈴
木
与
兵
衛
家
文
書
(
公
料
巡
見
の
み
)

天
和
元
伊
藤
彦
五
郎
、
日
野
小
左
衛
門

服
部
八
右
衛
門

口
坂
権
九
郎
、
奥
山
又
三
郎

伊
藤
杢
左
衛
門

黒
沢
直
右
衛
門
、
審
嶋
新
助

賎
回
武
左
衛
門

{玉、水

7

享
保
2春

松

延
享
3

白
戸
彦
八
郎
、
窪
田
忠
蔵

服
部
藤
九
郎

熊
谷
次
郎
兵
衛
、
平
山
清
蔵

武
嶋
弥
太
夫

此
留
間
助
左
衛
門
、
林
宗
三
郎

工
藤
八
右
衛
門

本
目
兵
左
衛
門
、
中
川
次
左
衛
門

阿
久
沢
弥
平
次

〈
傍
線
人
名
は
前
表
と
異
同
の
あ
る
も
の
〉

宝
暦
日

寛
政
元

天

保

9

前
表
で
、
正
徳
二
年
の
巡
見
使
名
は
二
人
ま
で
が

確
定
(
黒
沢
直
右
衛
門
高
室
・
久
保
田
新
助
政
弔
ア
)

し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
が
享
保
二
年
と
い
う
こ
と

は
有
り
得
な
い
。
と
す
れ
ば
天
和
元
年
の
巡
見
使
も

誤
記
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

天
和
元
年
の
巡
見
使
の
伊
藤
彦
五
郎
・
日
野
小
左

衛
門
・
服
部
八
右
衛
門
は
正
確
に
は
何
年
だ
ろ
う
か

と
、
寛
政
重
修
諸
家
諮
を
調
べ
て
み
た
。

す
け
か
げ

O
伊

東

彦

五

郎

祐

景

康

米

百

五

拾

俵

元
禄
十
四
年
三
月
二
十
一
日
仰
を
、
つ
け
た
ま
は
り

て
美
濃
、
越
前
等
の
国
々
を
巡
見
す
。

正
徳
元
年
七
月
七
日
死
す
。
年
五
十
六

元
禄
十
四
年
の
巡
見
使
名
の
確
定
と
、
享
保
二
年
三
月
国
事
叢
記
の
記
述
へ
の
疑
問

。
日
野
小
左
衛
門
正
晴
康
米
百
五
拾
俵

元
禄
十
四
年
三
月
二
十
一
日
お
ほ
せ
を
、
つ
け
た
ま

は
り
て
御
料
の
国
々
を
巡
視
し
・
..... 

延
享
元
年
八
月
二
日
死
、
年
七
十
六

や
す
た
か

O
服
部
八
右
衛
門
保
孝
魔
米
百
五
拾
俵

元
禄
十
四
年
三
月
二
十
一
日
仰
せ
を
、
つ
け
て
諸
国

を
巡
見
し
・...•. 

享
保
九
年
六
月
十
三
日
死
す
。
年
六
十
五

い
ず
れ
も
「
元
禄
十
四
年
三
月
二
十
一

日
L

に
下
命
さ
れ
て
い
る
。

大
野
市
史
諸
家
文
書
編

ω五
一
二
頁
の
鈴
木
与
兵

衛
家
文
書
の
記
述
は
誤
記
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
こ
の
文
書
に
よ
っ
て
新
し
い
事
実
を
確
定
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

昨
年
の
八
月
に
巡
見
使
の
こ
と
を
調
べ
た
時
、
大

分
詳
し
く
調
べ
た
つ
も
り
で
し
た
が
、
「
元
禄
十
四

年
」
の
巡
見
使
の
記
載
は
他
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。

と
あ
り

享
保
二
年
の
公
料
巡
見

「
国
事
叢
記
」
享
保
二
年
三
月
十
九
日
の
項
に
、

「
廻
国
衆
金
津
泊
。
加
州
よ
り
被
参
。
御
使
者
西
尾
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四
郎
左
衛
門
:
:
:
」
と
あ
り
、
こ
れ
を
私
は
「
加
賀
よ

り
巡
見
使
が
来
て
金
津
に
泊
ま
っ
た
。
使
者
の
名
は

西
尾
四
郎
左
衛
円
で
あ
る
日
と
解
釈
し
た
。
続
い
て

四
月
二
日
に
は
若
狭
よ
り
鳥
井
権
之
助
・
天
野
伝
兵

衛
・
小
菅
伊
右
衛
門
の
私
領
巡
見
使
が
来
て
い
る
の

で
、
加
賀
よ
り
釆
た
の
は
公
料
巡
見
使
で
あ
る
と
思

っ
た
。そ

の
後
「
越
藩
史
略
」
で
西
尾
四
郎
左
衛
門
は
加

賀
藩
の
使
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
巡
見
使
と
同

道
し
て
金
津
ま
で
来
た
と
解
釈
し
た
。
他
の
史
料
で

は
享
保
二
年
三
月
の
巡
見
使
の
史
料
は
皆
無
で
あ
る

が
、
享
保
二
年
の
公
料
巡
見
は
は
た
し
て
行
わ
れ

た
の
だ
ろ
う
か
?
家
継
の
代
に
は
私
領
巡
見
は
行

わ
れ
ず
、
公
料
巡
見
の
み
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
実

施
年
「
正
徳
六
年
」
と
「
享
保
二
年
」
と
は
一
年
し

か
経
っ
て
い
な
い
。
と
す
る
と
吉
宗
の
代
に
も
し

公
料
巡
見
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
も
っ
と
後
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
?

い
く
ら
調
べ
て
も
結
論
は
出
な
か
っ
た
。

あ
る
時
、
私
領
巡
見
使
名
と
公
料
巡
見
使
名
と
を

併
記
し
た
表
を
作
っ
て
い
る
内
に
、
そ
の
後
部
に
「

国
事
叢
記
」
と
「
越
藩
史
略
」
の
記
事
を
併
記
し
て

み
た
。
次
の
記
述
で
あ
る
。

〈
国
事
叢
記
〉

二
月
十
九
日

四
月

十

日

十
二
日

二
十
日 日

廻
国
衆
金
津
泊
。
加
州
よ
り
被
参
。

御
使
者
西
尾
四
郎
左
衛
門

廻
国
衆
自
若
狭
越
前
へ
御
越
、
今
庄

内口。
廻
国
衆
福
井
参
着
。
:
:
:
鳥
井
権
之

助
・
・
・
・
・
・
天
野
伝
兵
衛
・
・
・
・
・
・
小
菅
伊
右

戸

吋

同

「
J

，

E
q
F
B
 ..... .
 

三
官
使
愛
宕
山
へ
被
登
。
直
に
御
立

官
使
細
呂
木
休
。
同
日
加
州
大
聖
寺

へ
被
出
ル
。

〈
越
藩
史
略
〉

四
月
二
日
巡
国
使
鳥
井
権
之
助
:
:
:
天
野
伝
兵

衛
:
:
:
小
菅
猪
右
衛
門
、
若
狭
国
よ

り
入
て
今
庄
駅
に
宿
す
。

巡
回
使
田
谷
に
休
し
、
城
下
に
入
る

三
使
愛
宕
山
に
登
り
、
直
に
城
下
を

発
す
、
:

巡
回
使
往
て
金
津
駅
に
宿
す
、
加
州

侯
の
使
伶
西
尾
四
郎
左
衛
門
此
に
来

る
。
翌
日
細
呂
木
に
休
し
て
、
出
て

加
賀
国
に
趣
く

十十

日日

十
九
日

「
越
藩
史
略
」
で
は
、
三
月
に
は
巡
見
使
の
記
事
は

な
い
。
子
細
に
対
比
し
て
い
る
内
に
天
啓
の
よ
う
に

閃
い
た
。
「
越
藩
史
略
」
の
四
月
十
九
日
「
巡
国
使

往
て
金
津
駅
に
宿
す
、
加
州
侯
の
使
品
川
西
尾
四
郎
左

衛
門
此
に
来
る
。
」
と
「
国
事
叢
記
」
一
二
月
十
九
日

「
廻
国
衆
金
津
泊
。
加
州
よ
り
被
参
。
御
使
者
西
尾

四
郎
左
衛
門
」
が
ぴ
っ
た
り
合
致
す
る
の
で
あ
る
。

「
国
事
叢
記
」
三
月
十
九
日
の
記
事
は
四
月
十
九
日

の
誤
記
で
は
な
か
ろ
う
か
?
と
す
れ
ば
、
享
保
二

年
の
公
料
巡
見
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
?

皆
様
方
の
ご
批
判
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

*

*

*

*

*

*

*

 

* 
* 
* 

こ
の
稿
を
提
出
後
、
宮
崎
村
誌
別
巻
八
九
七
頁
に

次
の
記
述
を
発
見
。

「
写
控
年
号

元
禄
・
宝
永
七
八
月
・
享
保
・
宝
暦
十
一
年
・
天

明
九
年
・
天
保
酉
三
月
」

元
禄
年
聞
の
巡
見
使
に
つ
い
て
他
の
市
町
村
に
も

記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
感
じ
ら
れ
た
。
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将

軍

名

1

一
家
康

2

一
秀
忠

3

一
家
光

4

一
家
綱

5

一
綱
吉

6

一
家
宣

7

一
家
継

8
一
士
口
{
示

9

一
家
重

刊
一
家
治

日
一
家
斉

ロ
一
家
慶

日
一
家
定

u
一
家
茂

日
一
慶
喜

襲
封
年

慶
長
8

慶
長
叩

元
和
9

慶
安
4

延
宝
8

{
玉
、
水

6

正
徳
3

享
保
1

延
享
2

{
玉
暦
叩

天
明

7

天
保

8

嘉
永

6

安
政
5

慶

応

2

春
松

施
行
年

元
和
3

寛
永
日

寛
文
7

天
和
1

宝
永
7

享
保
2

延
享
3

宝
暦
日

寛
政
1

天
保
9

安
政
1

巡
見
使
の
行
わ
れ
た
年
と
巡
見
使
氏
名

私

巡

見

事頁

元
禄
十
四
年
の
巡
見
使
名
の
確
定
と
、
享
保
二
年
三
月
国
事
叢
記
の
記
述
へ
の
疑
問

施
行
年

元
禄
凶

正
徳
2

正
徳
6

享
保
2

延
享
3

宝
暦
日

寛
政
1

天

保

9

傍
線
氏
名
は
寛
政
重
修
諸
家
譜
に
よ
り
確
定

公

料

見

巡
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